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当協会の認定特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道 (以下「貴法人」と

いいます。)に姑する 2019年 3月 1日 付回答書に対する、貴法人からの令和元

年 5月 31日 付再申入書を受けて、当協会は、貴法人に対し、以下の通り連絡い

たします。

2019年 3月 1日 付回答書が、基本的には最終的な回答であり、これ以上修正

することは考えてお りませんが、貴法人より再申し入れがございま したので再

度検討はさせていただきます。

但 し、平成 30年 9月 7日 付のご連絡でも説明させていただきましたが、標準

レンタカー貸渡約款の検討は当協会の理事会の下部組織である業務改善委員会、

その下部組織である約款等検討小委員会が担当します。

貴法人からの再申入書をふまえ、2019年 7月 11日 約款等検討小委員会を開催

する予定です。

標準 レンタカー貸渡約款を改正するとした場合、会員への意見照会、業務改善

委員会、理事会の決定 といった諸手続きが必要です。半年か ら場合によつては 1

年近 くの時間を要 します。

貴法人か らの再申入の内容について当協会で検討 した内容、その結果の対応

について時間を要 しますがその時点で回答 させていただきます。
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